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第　22　号

第 22 号

　　　令和 6 年度山梨県恩賜県有財産特別会計予算

　令和 6 年度山梨県恩賜県有財産特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ 6,956,732 千円と定める｡

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第 1 表歳入歳出予算｣ による｡

（債務負担行為）

第  2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限

度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

（地方債）

第   3 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は、「第 3 表地方債」による。 
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 使 用 料及び手数料 1,936,665

1 使 用 料 1,936,665

2 県 支 出 金 1,196,403

1 県 補 助 金 1,196,403

3 財 産 収 入 2,541,212

1 財 産 運 用 収 入 2,148,202

2 財 産 売 払 収 入 393,010

4 寄 附 金 10,001

1 寄 附 金 10,001

5 繰 入 金 98,397

1 一 般 会 計 繰 入 金 98,397

6 繰 越 金 15,194

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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第　22　号

1 繰 越 金 15,194

7 諸 収 入 3,528

1 受 託 事 業 収 入 560

2 延滞金､ 加算金及び
過 料 1

3 雑 入 2,967

8 県 債 1,155,332

1 県 債 1,155,332

歳 入 合 計 6,956,732
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 管 理 費 776,092

1 管 理 費 776,092

2 事 業 費 2,700,509

1 事 業 費 2,700,509

3 交 付 金 2,178,775

1 交 付 金 2,178,775

4 公 債 費 1,300,356

1 公 債 費 1,300,356

5 予 備 費 1,000

1 予 備 費 1,000

歳 出 合 計 6,956,732

　　　　　　　 歳　出
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第　22　号

 第 2 表　　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

県営林道改良事業について請負契約を締結
すること。 令和 7 年度 180,010 千円
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 第 3 表　　地　方　債 (単位千円)

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

林 道 費 497,000 普 通 貸 借 又
は 債 券 発 行

5.0 ％以内
（ただし､
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について､
利率の見直
しを行った
後において
は､ 当該見
直し後の利
率 ）　　 

政府資金については､ その融資条件により､ 銀
行その他の場合には､ その債権者と協定するも
のとする｡ ただし､ 財政その他の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し､ 若しくは繰上償
還又は低利に借換えをすることができる｡  

林 道 災 害 復 旧 費 27,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

借 換 債 631,332 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

計 1,155,332
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第　23　号

第 23 号

　　　令和 6 年度山梨県災害救助基金特別会計予算

　令和 6 年度山梨県災害救助基金特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ 270,747 千円と定める｡

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第 1 表歳入歳出予算｣ による｡

（地方債）

第  2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､ 限度額､

起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ ｢第 2 表地方債｣ による｡
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 国 庫 支 出 金 80,680

1 国 庫 負 担 金 80,680

2 財 産 収 入 11

1 財 産 運 用 収 入 11

3 繰 入 金 109,056

1 繰 入 金 109,056

4 県 債 81,000

1 県 債 81,000

歳 入 合 計 270,747

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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第　23　号

款 項 金　　　　　　　　　　額

1 災 害 救 助 費 270,747

1 災 害 救 助 費 270,747

歳 出 合 計 270,747

　　　　　　　 歳　出
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 第 2 表　　地　方　債 (単位千円)

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

災害救助基金貸付金 81,000 災害救助法の定める
ところによる｡ 　　 無 利 子 災害救助法の定めるところによる｡

計 81,000 
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第　24　号

第 24 号

　　　令和 6 年度山梨県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

　令和 6 年度山梨県母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ 181,960千円と定める｡

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第 1 表歳入歳出予算｣ による｡

（債務負担行為）

第  2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限

度額は、「第 2 表債務負担行為」による。



 ―
 1
10
 ―

款 項 金　　　　　　　　　　額

1 繰 入 金 2,118

1 繰 入 金 2,118

2 繰 越 金 131,153

1 繰 越 金 131,153

3 諸 収 入 48,689

1 貸 付 金 元 利 収 入 48,683

2 雑 入 6

歳 入 合 計 181,960

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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第　24　号

款 項 金　　　　　　　　　　額

1 母 子 父 子 寡 婦
福 祉 費 114,232

1 母子父子寡婦福祉費 114,232

2 公 債 費 38,508

1 公 債 費 38,508

3 繰 出 金 29,220

1 一 般 会 計 繰 出 金 29,220

歳 出 合 計 181,960

　　　　　　　 歳　出
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 第 2 表　　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

令和 6 年度に母子父子寡婦福祉資金につい
て貸付けを決定すること。

令和 7 年度から
令和11年度まで 84,780 千円
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第　25　号

第 25 号

　　　令和 6 年度山梨県中小企業近代化資金特別会計予算

　令和 6 年度山梨県中小企業近代化資金特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡  

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ 2,178,220 千円と定める｡

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第 1 表歳入歳出予算」による｡

（債務負担行為）

第  2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間及び限 

度額は､ ｢第 2 表債務負担行為｣ による。

（地方債）

第  3 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償 

還の方法は、「第 3 表地方債」による。
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 繰 越 金 455,260

1 繰 越 金 455,260

2 諸 収 入 1,072,960

1 貸 付 金 償 還 金 1,069,095

2 雑 入 3,865

3 県 債 650,000

1 県 債 650,000

歳 入 合 計 2,178,220

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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第　25　号

款 項 金　　　　　　　　　　額

1 中 小 企 業 近 代 化
資 金 貸 付 金 2,178,220

1 中 小 企 業 近 代 化
資 金 貸 付 金 2,178,220

歳 出 合 計 2,178,220

　　　　　　　 歳　出
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 第 2 表　　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

公益財団法人やまなし産業支援機構が、令
和 6 年度において、県及び金融機関からの
借入金により行う県単独中小企業設備貸与
事業について損失を生じた場合、同機構に
対しその損失を補償すること。

令和 6 年度から
令和16年度まで

借入元本 500,000 千円の元利合計金額（延滞利息
を含む。）の 45％以内（リースにあっては 50％以
内）
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第　25　号

 第 3 表　　地　方　債 (単位千円)

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

小 規 模 企 業 者 等 
設備導入資金貸付金 650,000 普 通 貸 借 0.5 ％以内 独立行政法人中小企業基盤整備機構の定める融

資条件による。

計 650,000
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第　26　号

第 26 号

　　　令和 6 年度山梨県市町村振興資金特別会計予算

　令和 6 年度山梨県市町村振興資金特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ 2,000,358 千円と定める｡

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第 1 表歳入歳出予算｣ による｡  
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 繰 入 金 800,000

1 繰 入 金 800,000

2 繰 越 金 235,686

1 繰 越 金 235,686

3 諸 収 入 964,672

1 貸 付 金 元 利 収 入 964,672

歳 入 合 計 2,000,358

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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第　26　号

款 項 金　　　　　　　　　　額

1 市 町 村 振 興 資 金
貸 付 金 2,000,358

1 資 金 貸 付 金 2,000,358

歳 出 合 計 2,000,358

　　　　　　　 歳　出
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第　27　号

第 27 号

　　　令和 6 年度山梨県県税証紙特別会計予算

　令和 6 年度山梨県県税証紙特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算） 

第 1 条　歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ 944,238 千円と定める｡  

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第 1 表歳入歳出予算｣ による｡
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 県 税 証 紙 収 入 944,237

1 県 税 証 紙 収 入 944,237

2 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

歳 入 合 計 944,238

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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第　27　号

款 項 金　　　　　　　　　　額

1 繰 出 金 944,238

1 一 般 会 計 繰 出 金 944,238

歳 出 合 計 944,238

　　　　　　　 歳　出
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第　28　号

第 28 号

　　　令和 6 年度山梨県集中管理特別会計予算

　令和 6 年度山梨県集中管理特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ 103,808,412 千円と定める｡

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第 1 表歳入歳出予算｣ による｡  
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 使 用 料及び手数料 52,793

1 使 用 料 52,793

2 繰 入 金 41,866

1 繰 入 金 41,866

3 諸 収 入 103,713,753

1 振 替 収 入 103,713,753

歳 入 合 計 103,808,412

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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第　28　号

款 項 金　　　　　　　　　　額

1 自 動 車 管 理 費 23,937

1 自 動 車 管 理 費 23,937

2 給 与 管 理 費 103,672,168

1 給 与 管 理 費 103,672,168

3 通 信 管 理 費 90,391

1 通 信 管 理 費 90,391

4 車 両 燃 料 管 理 費 21,916

1 車 両 燃 料 管 理 費 21,916

歳 出 合 計 103,808,412

　　　　　　　 歳　出
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第　29　号

第 29 号

　　　令和 6 年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計予算

　令和 6 年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 84,044 千円と定める。

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 繰 入 金 1,536

1 繰 入 金 1,536

2 繰 越 金 53,336

1 繰 越 金 53,336

3 諸 収 入 29,172

1 貸 付 金 償 還 金 29,170

2 雑 入 2

歳 入 合 計 84,044

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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第　29　号

款 項 金　　　　　　　　　　額

1 林 業 ・ 木 材 産 業
改 善 資 金 貸 付 金 72,543

1 資 金 貸 付 金 72,543

2 木 材 産業等高度化
推 進 資 金 貸 付 金 11,501

1 資 金 貸 付 金 11,501

歳 出 合 計 84,044

　　　　　　　 歳　出
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第　30　号

第 30 号

　　　令和 6 年度山梨県公債管理特別会計予算

　令和 6 年度山梨県公債管理特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡  

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ 118,626,201 千円と定める｡

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第 1 表歳入歳出予算｣ による｡

（地方債）

第  2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､ 限度額､

起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ ｢第 2 表地方債｣ による｡  
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 財 産 収 入 152,069

1 財 産 運 用 収 入 152,069

2 繰 入 金 77,103,304

1 一 般 会 計 繰 入 金 70,354,398

2 基 金 繰 入 金 6,748,906

3 県 債 41,370,828

1 県 債 41,370,828

歳 入 合 計 118,626,201

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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第　30　号

款 項 金　　　　　　　　　　額

1 公 債 費 118,474,132

1 公 債 費 118,474,132

2 諸 支 出 金 152,069

1 県債管理基金積立金 152,069

歳 出 合 計 118,626,201

　　　　　　　 歳　出
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 第 2 表　　地　方　債 (単位千円)

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

借 換 債 41,370,828 普 通 貸 借 又
は 債 券 発 行

5.0 ％以内
（ただし､
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について､
利率の見直
しを行った
後において
は､ 当該見
直し後の利
率 ）　　 

政府資金については､ その融資条件により､ 銀
行その他の場合には､ その債権者と協定するも
のとする｡ ただし､ 財政その他の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し､ 若しくは繰上償
還又は低利に借換えをすることができる｡  

計 41,370,828 
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第　31　号

第 31 号

　　　令和 6 年度山梨県国民健康保険特別会計予算

　令和 6 年度山梨県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 74,893,094 千円と定める。

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第  2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限

度額は、「第 2 表債務負担行為」による。
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 分 担 金及び負担金 49,483,420

1 負 担 金 49,483,420

2 国 庫 支 出 金 20,297,870

1 国 庫 負 担 金 15,057,374

2 国 庫 補 助 金 5,240,496

3 財 産 収 入 54

1 財 産 運 用 収 入 54

4 繰 入 金 5,111,666

1 一 般 会 計 繰 入 金 4,882,937

2 基 金 繰 入 金 228,729

5 繰 越 金 84

1 繰 越 金 84

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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歳 入 合 計 74,893,094

第　31　号
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 50,765

1 総 務 管 理 費 50,508

2 国 民 健康保険運営
協 議 会 費 257

2 保 険 給 付 費 等
交 付 金 58,875,382

1 保険給付費等交付金 58,875,382

3 介 護 納 付 金 4,000,667

1 介 護 納 付 金 4,000,667

4 前 期 高齢者納付金 12,400

1 前 期 高齢者納付金 12,400

5 後 期 高齢者支援金 11,739,114

1 後 期 高齢者支援金 11,739,114

6 病 床 転 換 支 援 金 6

　　　　　　　 歳　出
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1 病 床 転 換 支 援 金 6

7 共 同 事 業 拠 出 金 184,851

1 共 同 事 業 拠 出 金 184,851

8 保 健 事 業 費 29,771

1 保 健 事 業 費 29,771

9 諸 支 出 金 138

1 国 民 健康保険財政
安定化基金積立金 54

2 諸 費 84

歳 出 合 計 74,893,094

第　31　号
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 第 2 表　　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

各市町村の保健事業の実施状況を整理・分
析する業務について委託契約を締結するこ
と。

令和 7 年度 5,000 千円 


